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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 
 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
〜
二
の
二 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
〜
二
の
二 

（
略
） 

三 

社
債
券 

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
社
債
券
を
い
い
、
同
項

第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。 

三 

社
債
券 

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
、
同
項
第

十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。 

四
〜
七
の
二 

（
略
） 

四
〜
七
の
二 

（
略
） 

七
の
三 

新
株
予
約
権 

新
株
予
約
権
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
い

う
。 

（
新
設
） 

八
〜
十
三 

（
略
） 

八
〜
十
三 

（
略
） 

十
四 

有
価
証
券
届
出
書 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
で
あ

つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
四 

有
価
証
券
届
出
書 

法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
届
出

書
の
う
ち
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
い
う
。 

十
四
の
二 

（
略
） 

十
四
の
二 

（
略
） 

十
四
の
三 

参
照
書
類 

法
第
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）
に
規
定
す
る
参

照
書
類
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
四
の
三 

参
照
書
類 

法
第
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）
に
規
定
す
る
参

照
書
類
を
い
う
。 

十
四
の
四 

外
国
会
社
届
出
書 

法
第
五
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
届

十
四
の
四 

外
国
会
社
届
出
書 

法
第
五
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
外
国
会
社
届
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出
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

出
書
を
い
う
。 

十
五 

目
論
見
書 

法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
で
あ
つ
て
有

価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
五 

目
論
見
書 

法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
を
い
う
。 

十
五
の
二
〜
十
六
の
四 

（
略
） 

十
五
の
二
〜
十
六
の
四 

（
略
） 

十
七 

有
価
証
券
通
知
書 

法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
で
あ

つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
七 

有
価
証
券
通
知
書 

法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を
い

う
。 

十
七
の
二 

発
行
登
録
通
知
書 

法
第
二
十
三
条
の
八
第
四
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
同

じ
。）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
で

あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
七
の
二 

発
行
登
録
通
知
書 

法
第
二
十
三
条
の
八
第
四
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
同

じ
。）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
を

い
う
。 

十
七
の
三 

発
行
登
録
書 

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行

登
録
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
七
の
三 

発
行
登
録
書 

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行

登
録
書
を
い
う
。 

十
七
の
四 

発
行
登
録
追
補
書
類 

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す

る
発
行
登
録
追
補
書
類
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
七
の
四 

発
行
登
録
追
補
書
類 

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す

る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
い
う
。 

十
八 

有
価
証
券
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報

告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
八 

有
価
証
券
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報

告
書
を
い
う
。 

十
八
の
二 

外
国
会
社
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
外
国
会

社
報
告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
八
の
二 

外
国
会
社
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
第
八
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
外
国
会

社
報
告
書
を
い
う
。 

十
八
の
三
〜
十
八
の
六 

（
略
） 

十
八
の
三
〜
十
八
の
六 

（
略
） 

十
九 

半
期
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書

十
九 
半
期
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
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で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

を
い
う
。 

十
九
の
二 

臨
時
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
臨
時
報

告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
九
の
二 

臨
時
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す
る
臨
時
報

告
書
を
い
う
。 

十
九
の
三 
外
国
会
社
半
期
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す

る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
九
の
三 

外
国
会
社
半
期
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
（
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定
す

る
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
い
う
。 

十
九
の
四 

外
国
会
社
臨
時
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
十
五
項
（
法

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定

す
る
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い
う
。 

十
九
の
四 

外
国
会
社
臨
時
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
十
五
項
（
法

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
規
定

す
る
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
を
い
う
。 

二
十 

自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書 
法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書
で
あ
つ
て
有
価
証
券
に
係
る
も
の
を
い

う
。 

二
十 

自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書 

法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書
を
い
う
。 

二
十
の
二
〜
二
十
七
の
五 

（
略
） 

二
十
の
二
〜
二
十
七
の
五 

（
略
） 

二
十
八 

継
続
開
示
会
社 

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
会
社

（
指
定
法
人
を
含
む
。）
の
う
ち
、
当
該
提
出
の
日
前
に
有
価
証
券
届
出

書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
会
社
（
指
定
法
人
を
含

む
。）
を
い
い
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
条
及
び
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て

同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財

務
局
長
等
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。 

二
十
八 

継
続
開
示
会
社 

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
会
社

（
指
定
法
人
を
含
む
。）
の
う
ち
、
当
該
提
出
の
日
前
に
有
価
証
券
届
出

書
又
は
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
会
社
（
指
定
法
人
を
含

む
。）
を
い
い
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に

よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と
い

う
。）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。 

二
十
九
〜
三
十
六 

（
略
） 

二
十
九
〜
三
十
六 

（
略
） 
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（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報

は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

３ 

令
第
二
条
の
十
二
の
三
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

一
〜
七 

（
略
） 

一
〜
七 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株

予
約
権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株
予
約
権
証

券
に
係
る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
合
計
額

を
合
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
、
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
四
条
の

十
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す

る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集
又
は
売
出
し
（
令
第
二
条
の
十
二
に

規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
も
の
及
び
当
該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
発
行
登
録
追
補
書

類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。）
に
係
る

当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株
予

約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一

二 

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株

予
約
権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株
予
約
権
証

券
に
係
る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
合
計
額

を
合
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
、
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
四
条
の

十
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す

る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集
又
は
売
出
し
（
令
第
二
条
の
十
二
に

規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
も
の
及
び
当
該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当

該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種

類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
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号
ニ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券
で
あ
つ
て
第
一
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す

る
も
の
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。）
の
発
行
価
額
又
は
売

出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る

当
該
募
集
又
は
売
出
し 

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と

同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。）
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の

総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集

又
は
売
出
し 

三
〜
八 

（
略
） 

三
〜
八 

（
略
） 

 
 

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
二
条
の
六 

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
発
行

者
が
同
項
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
承
認
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
二
条
の
六 

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
発
行

者
が
同
項
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
承
認
申
請
書

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
数
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

２ 

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
数
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

外
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券 

基
準
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て

当
該
有
価
証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

（
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
有
す
る
当
該
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は

記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
除

二 

外
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券 

基
準
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て

当
該
有
価
証
券
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

（
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
有
す
る
当
該
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

者
（
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。）
の
数 
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く
。）
の
数 

３ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
有
価
証
券
通
知
書
） 

第
四
条 

（
略
） 

（
有
価
証
券
通
知
書
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

有
価
証
券
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

有
価
証
券
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

内
国
会
社 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

外
国
会
社 

イ 

前
号
に
定
め
る
書
類
（
定
款
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
二
十
七
条
各

号
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
四
条
第

二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
、
寄
附
行

為
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
も
の
。
以
下
外
国
会
社
の
添
付
す
る
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
つ
い
て

同
じ
。） 

イ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
定
款
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
二
十
七
条
各

号
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
四
条
第

二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
、
寄
附
行

為
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
も
の
。
以
下
、
外
国
会
社
の
添
付
す
る
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
つ
い

て
同
じ
。） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 
４ 

法
第
四
条
第
六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一
〜
四 

（
略
） 

一
〜
四 

（
略
） 

五 

法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
取
得
し
た
新
株

予
約
権
証
券
（
同
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
つ
て
有
価
証
券

五 
法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
契
約
に
基
づ
き
取
得
し
た
新
株

予
約
権
証
券
又
は
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
を
行
使
す
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で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
一
条
の
四
第
二
号
ホ
に
お

い
て
同
じ
。）
又
は
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
を
行
使

す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
有
価
証
券
に
係
る
有
価
証
券
の
売
出
し
を
行

う
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
法
第
二
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
契
約

を
行
う
引
受
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。） 

る
こ
と
に
よ
り
取
得
し
た
有
価
証
券
に
係
る
有
価
証
券
の
売
出
し
を
行
う

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
同
号
に
規
定
す
る
契
約
を
行
う
引
受
人
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。） 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

当
該
有
価
証
券
又
は
当
該
有
価
証
券
と
同
種
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は

売
出
し
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ
た
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
が
そ
の
効
力
を
生
じ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
登
録
に
係
る
有
価

証
券
の
い
ず
れ
か
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
発
行
登
録
追
補
書
類
が

既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
を
除

く
。） 

二 

当
該
有
価
証
券
又
は
当
該
有
価
証
券
と
同
種
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は

売
出
し
に
つ
い
て
既
に
行
わ
れ
た
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
が
そ
の
効
力
を
生
じ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
登
録
に
係
る
有
価

証
券
の
い
ず
れ
か
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
が
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。） 

三
・
四 

（
略
） 
三
・
四 

（
略
） 

 
 

（
外
国
会
社
の
代
理
人
） 

第
七
条 

外
国
会
社
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
法
第
五
条

第
一
項
又
は
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

（
外
国
会
社
の
代
理
人
） 

第
七
条 
外
国
会
社
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
法
第
五
条

第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
又
は
外
国
会
社
届
出
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以
下
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
又
は
外
国
会
社
届
出
書

（
こ
れ
ら
の
訂
正
に
係
る
書
類
を
含
む
。）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦

内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
の
届
出
に
関
す

る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該

募
集
又
は
売
出
し
の
届
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社

を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
（
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
「
代
理
人
」
と
い
う
。）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

外
国
会
社
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
発
行
登
録
書
又

は
発
行
登
録
追
補
書
類
（
こ
れ
ら
に
係
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有

す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
発
行
登
録
書
又
は
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提

出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を
有

す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

外
国
会
社
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
法
第
二
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録
書
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住

所
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
発
行
登
録
又
は
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類

の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
会
社
を
代
理
す
る
権
限

を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
） 

第
九
条
の
二 

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
） 

第
九
条
の
二 

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た

募
集
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の

及
び
当
該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た

二 

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た

募
集
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の

及
び
当
該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
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も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
当
該
有
価
証
券

と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券

は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る

有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。）
の
発
行
価
額
又
は

売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け

る
当
該
募
集
又
は
売
出
し 

定
に
よ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し

た
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券

（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の

有
価
証
券
と
み
な
す
。）
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し

た
金
額
が
五
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し 

三
〜
五 

（
略
） 

三
〜
五 

（
略
） 

 
 

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
要
件
） 

第
九
条
の
六 

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

届
出
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
届
出
書
提
出
外
国
会
社
又
は
届

出
書
提
出
外
国
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書

に
代
え
て
外
国
会
社
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ

と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
要
件
） 

第
九
条
の
六 

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

届
出
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
届
出
書
提
出
外
国
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
て
外
国
会
社
届

出
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、

金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て

認
め
る
場
合
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
条 

法
第
五
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に

お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
条 

法
第
五
条
第
十
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お

い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
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る
書
類
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号

か
ら
第
八
号
ま
で
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
掲
げ
る
書
類
を

有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の

提
出
の
日
以
後
届
出
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

書
類
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
定
め
る
書
類
を
有

価
証
券
届
出
書
に
添
付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提

出
の
日
以
後
届
出
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

イ
〜
ニ 

（
略
） 

イ
〜
ニ 

（
略
） 

ホ 

当
該
有
価
証
券
が
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
で
あ
つ
て
当
該
カ
バ
ー
ド
ワ

ラ
ン
ト
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
契
約
の
契
約
書
の
写
し 

ホ 

当
該
有
価
証
券
が
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
で
あ
つ
て
当
該
カ
バ
ー
ド
ワ

ラ
ン
ト
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
契
約
書
の
写
し 

ヘ 

当
該
有
価
証
券
が
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約

そ
の
他
主
要
な
契
約
の
契
約
書
の
写
し 

ヘ 

当
該
有
価
証
券
が
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約

そ
の
他
主
要
な
契
約
の
写
し 

ト 

（
略
） 

ト 

（
略
） 

二 

第
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 
次
に
掲
げ
る

書
類 

二 

第
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

イ 

前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
書
類
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
組
込
書
類
に
含
ま
れ
て
い

な
い
場
合
に
限
る
。） 

イ 

前
号
イ
に
定
め
る
書
類
（
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
書
類
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
組
込
書
類
に
含
ま
れ
て
い

な
い
場
合
に
限
る
。） 

ロ 

前
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 
ロ 

前
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ハ 

（
略
） 
ハ 
（
略
） 

三 

第
二
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

次
に
掲
げ
る

書
類 

三 
第
二
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 
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イ 

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
書
類
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て

い
な
い
場
合
に
限
る
。） 

イ 

第
一
号
イ
に
定
め
る
書
類
（
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
書
類
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て

い
な
い
場
合
に
限
る
。） 

ロ 

第
一
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
一
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ハ 

（
略
） 

ハ 

（
略
） 

ニ 

当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
者
が
第
九
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、

前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面 

ニ 

当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
者
が
第
九
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、

前
号
ハ
に
定
め
る
書
面 

ホ 

当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価

証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ

た
場
合
（
当
該
(1)
又
は
(2)
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載

し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書

が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類 

ホ 

当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価

証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
に

定
め
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告

書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
参
照

書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実

の
内
容
を
記
載
し
た
書
類 

（1）
・
（2） 

（
略
） 

（1）
・
（2） 

（
略
） 

ヘ 

（
略
） 

三
の
二 

（
略
） 

ヘ 

（
略
） 

三
の
二 

（
略
） 

三
の
三 

第
二
号
の
五
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 
次
に
掲

げ
る
書
類 

三
の
三 

第
二
号
の
五
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

イ
・
ロ 

（
略
） 
イ
・
ロ 

（
略
） 

三
の
四
・
三
の
五 

（
略
） 

三
の
四
・
三
の
五 

（
略
） 

四 

第
七
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

四 
第
七
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

イ
〜
ト 

（
略
） 

イ
〜
ト 
（
略
） 
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五 

第
七
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条
の
三

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

次
に
掲
げ

る
書
類 

五 

第
七
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条
の
三

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

イ 

第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
二
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
書
類 

ロ 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

ハ 

前
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

前
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

五
の
二 

第
七
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条

の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

次
に

掲
げ
る
書
類 

五
の
二 

第
七
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条

の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

イ 

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ハ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

前
号
ロ
に
定
め
る
書
類 

六 

第
七
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条
の
三

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

次
に
掲
げ

る
書
類 

六 

第
七
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条
の
三

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ハ 

第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

第
五
号
ロ
に
定
め
る
書
類 

六
の
二 

第
七
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条

の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

次
に

掲
げ
る
書
類 

六
の
二 

第
七
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
（
第
九
条

の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。） 

イ 

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類 

イ 
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
書
類 

ロ 

第
三
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
三
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
書
類 
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ハ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ニ 

第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ニ 

第
五
号
ロ
に
定
め
る
書
類 

七 
第
七
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

次
に
掲
げ
る

書
類 

七 

第
七
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書 

イ 

第
三
号
の
三
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
三
号
の
三
に
定
め
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

八 

外
国
会
社
届
出
書 
次
に
掲
げ
る
書
類 

八 

外
国
会
社
届
出
書 

イ 

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
書
類 

ハ 

第
三
号
の
三
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。） 

ハ 

第
三
号
の
三
ロ
に
定
め
る
書
類
（
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。） 

ニ 

第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ニ 

第
五
号
ロ
に
定
め
る
書
類 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
発
行
価
格
等
の
公
表
の
方
法
） 

第
十
四
条
の
二 

法
第
十
五
条
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
発
行
価
格
等
の
公
表
の
方
法
） 

第
十
四
条
の
二 

法
第
十
五
条
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

発
行
者
（
発
行
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国

会
社
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
会

社
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
者
）
及
び
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売

出
し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る

三 

発
行
者
（
発
行
者
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国

会
社
又
は
そ
の
代
理
人
）
及
び
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ

り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
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電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
（
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出

し
に
よ
り
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
当
該
事
項

を
閲
覧
し
た
旨
又
は
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
情
報
を
取
得
し

た
旨
を
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
直
接
に
確
認
す
る
場

合
に
限
る
。） 

じ
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
（
そ
の
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
よ
り

取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
当
該
事
項
を
閲
覧
し

た
旨
又
は
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
情
報
を
取
得
し
た
旨
を
電

話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
相
手
方
に
直
接
に
確
認
す
る
場
合
に
限

る
。） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
新
株
予
約
権
証
券
に
準
ず
る
有
価
証
券
等
） 

第
十
四
条
の
二
の
二 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
新
株
予
約
権
証
券
に
準
ず
る
有
価
証
券
等
） 

第
十
四
条
の
二
の
二 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

外
国
の
者
の
発
行
す
る
新
株
予
約
権
証
券 

二 

外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株

予
約
権
付
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
権
利

は
、
外
国
の
者
に
対
す
る
新
株
予
約
権
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
権
利

は
、
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
新
株
予
約
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
四
条
の
四 

法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
次
条
に

お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
行
登
録
書

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
四
条
の
四 

法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
次
条
に

お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
行
登
録
書
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の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行

登
録
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行

登
録
書 

イ
・
ロ 
（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

当
該
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券

報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場

合
（
当
該
(1)
又
は
(2)
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た

四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当

該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
お

け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類 

ハ 

当
該
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券

報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
に
定
め

る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、

臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含

ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

二 

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録

書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録

書 

イ 

前
号
に
定
め
る
書
類 

イ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ
〜
ニ 

（
略
） 

ロ
〜
ニ 

（
略
） 

２ 

発
行
登
録
書
（
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
及

び
第
十
四
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
発
行
登
録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

発
行
登
録
書
（
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
及

び
第
十
四
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
発
行
登
録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行

登
録
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行

登
録
書 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 
（
略
） 
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二 

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録

書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
の
四
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録

書 
イ 
前
号
に
定
め
る
書
類 

イ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ
〜
ニ 
（
略
） 

ロ
〜
ニ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記

載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記

載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
） 

第
十
四
条
の
十
三 

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
し
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
） 

第
十
四
条
の
十
三 

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
し
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

発
行
登
録
目
論
見
書 

次
に
掲
げ
る
事
項 

一 

発
行
登
録
目
論
見
書 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

ヘ 

当
該
発
行
登
録
書
又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ

き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
、
直
近
の
も
の
の
提
出
日

以
後
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
当
該
(1)
又
は

(2)
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨

時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま

れ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内

ヘ 

当
該
発
行
登
録
書
又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ

き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
、
直
近
の
も
の
の
提
出
日

以
後
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
の
各
号
に
規
定
す

る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は

訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合

又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
て
い

る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容 
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容 (1)
・
(2) 

（
略
） 

ト 
（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ト 

（
略
） 

二 

発
行
登
録
仮
目
論
見
書 

次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

発
行
登
録
仮
目
論
見
書 

イ
〜
ハ 
（
略
） 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

三 

発
行
登
録
追
補
目
論
見
書 

次
に
掲
げ
る
事
項 

三 

発
行
登
録
追
補
目
論
見
書 

イ 

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有

価
証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の
(1)
又
は
(2)
に
掲
げ
る
事
情
が
生

じ
た
場
合
（
当
該
(1)
又
は
(2)
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記

載
し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告

書
が
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を

除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容 

イ 

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有

価
証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次

に
定
め
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報

告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の

参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
重
要
な

事
実
の
内
容 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ロ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続

等
） 

第
十
五
条
の
三 

令
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
令
第
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
承
認
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え

て
、
こ
れ
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続

等
） 

第
十
五
条
の
三 

令
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
令
第
四
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
承
認
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

て
、
こ
れ
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

内
国
会
社 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二 
外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

外
国
会
社 

イ
〜
ホ 
（
略
） 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
三
条

の
五
第
二
項
及
び
令
第
四
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
の
あ
つ

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
当
該
直
前
事
業
年

度
の
開
始
の
日
前
四
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
全
て
の
末
日
に
お
い
て

当
該
有
価
証
券
を
所
有
し
て
い
る
者
（
非
居
住
者
を
除
く
。）
の
数
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
発
行
者
が
発
行
す
る
当
該
有
価
証
券
が
申
請
時
に
お
い

て
外
国
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
令
第
三
条

の
五
第
二
項
及
び
令
第
四
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
の
あ
つ

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
当
該
直
前
事
業
年

度
の
開
始
の
日
前
四
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
全
て
の
末
日
に
お
い
て

当
該
有
価
証
券
を
所
有
し
て
い
る
者
（
非
居
住
者
を
除
く
。）
の
数
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
発
行
者
が
発
行
す
る
当
該
有
価
証
券
が
申
請
時
に
お
い

て
外
国
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

二 

当
該
有
価
証
券
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

に
該
当
し
た
こ
と
が
な
い
場
合 

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度

の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
当
該
直
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
四
年

以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
全
て
の
末
日
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
の
保

管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
有
す
る
当
該
有
価
証

券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住

者
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
取
得
し
た
者

に
限
る
。）
の
数 

二 

当
該
有
価
証
券
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

に
該
当
し
た
こ
と
が
な
い
場
合 

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度

の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
当
該
直
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
四
年

以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
全
て
の
末
日
に
お
い
て
当
該
有
価
証
券
の
保

管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
有
す
る
当
該
有
価
証

券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者
を
除
き
、
当
該

有
価
証
券
を
募
集
又
は
売
出
し
に
応
じ
て
取
得
し
た
者
に
限
る
。）
の
数 
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４ 
（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
が

日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
及
び
同
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

が
日
本
語
又
は
英
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本

語
に
よ
る
翻
訳
文
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
日
本
語
又
は
英

語
に
よ
る
翻
訳
文
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
が

日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
及
び
同
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

が
日
本
語
又
は
英
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本

語
に
よ
る
翻
訳
文
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
日
本
語
又
は
英

語
に
よ
る
翻
訳
文
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
六
条 

令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
と
す
る
。 

第
十
六
条 

令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

内
国
会
社 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

外
国
会
社 

イ 

前
号
に
定
め
る
書
類
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
が
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
） 

イ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
が
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

２
〜
４ 

（
略
） 

２
〜
４ 

（
略
） 

５ 

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。 
５ 

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 
一
・
二 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

６ 
（
略
） 

 
 

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
） 

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
） 
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第
十
七
条 

法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報

告
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
第
二
号
ホ
に

掲
げ
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て

は
、
定
款
等
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書

の
提
出
日
前
五
年
以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
て

提
出
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す

る
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ
・
ロ 

（
略
） 

第
十
七
条 

法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報

告
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
第
二
号
ホ
に

掲
げ
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て

は
、
定
款
等
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書

の
提
出
日
前
五
年
以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
て

提
出
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す

る
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項

本
文
若
し
く
は
第
三
項
本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
ホ
に
お
い

て
同
じ
。）
の
適
用
を
受
け
た
社
債
等
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ

ー
に
つ
い
て
保
証
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面 

ハ 

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項

本
文
若
し
く
は
第
三
項
本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。）
の
適
用
を
受
け
た
社
債
等
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

に
つ
い
て
保
証
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

(1)
・
(2) 

（
略
） 

ニ 

当
該
有
価
証
券
が
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
で
あ
つ
て
当
該
カ
バ
ー
ド
ワ

ラ
ン
ト
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
契
約
の
契
約
書
の
写
し 

ニ 

当
該
有
価
証
券
が
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
で
あ
つ
て
当
該
カ
バ
ー
ド
ワ

ラ
ン
ト
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
契
約
書
の
写
し 

ホ 

当
該
有
価
証
券
が
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

ホ 

当
該
有
価
証
券
が
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
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該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約

そ
の
他
主
要
な
契
約
の
契
約
書
の
写
し 

該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
信
託
契
約

そ
の
他
主
要
な
契
約
の
写
し 

ヘ 
（
略
） 

ヘ 

（
略
） 

二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

前
号
に
定
め
る
書
類 

イ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ
〜
ホ 

（
略
） 

ロ
〜
ホ 

（
略
） 

２ 

前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い

と
き
は
、
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
そ
の
日
本
語
に

よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
又
は
そ
の
要
約
に
つ
い
て
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
国
内
の

株
主
、
債
権
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
送
付
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、

当
該
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い

と
き
は
、
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
そ
の
日
本
語
に

よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
又
は
そ
の
要
約
に
つ
い
て
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
国
内
の

株
主
、
債
権
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
送
付
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、

当
該
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
七
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
提
出
外
国
会
社

又
は
報
告
書
提
出
外
国
者
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十
七
条
の
九
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。）
が
有
価
証
券
報
告
書
等
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書

等
を
い
う
。）
に
代
え
て
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保

護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

（
外
国
会
社
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
七
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
提
出
外
国
会
社

を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十
七
条
の
九
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
が
有
価
証
券

報
告
書
等
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
等
を
い
う
。）
に
代
え
て

外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い

も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

（
公
告
の
方
法
） 

（
公
告
の
方
法
） 
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第
十
七
条
の
五 

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
電
子
手
続
府
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
規
定
は
法
第
二
十
四
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
（
令
第
四
条
の
二
の
四
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
者
に
つ

い
て
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。）
の
規
定
は
法
第
二
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
の
方
法
に
よ
り
行
お
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
子

手
続
府
令
第
一
条
中
「
方
式
で
、
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続

を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、

入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及

び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
方
式
で
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
第
一
項
中
「
第
一
号

様
式
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四

十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
十
九
号
様
式
」
と
、「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム

届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
、「
電
子
開
示
手
続
又
は

任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
」
と
あ
る
の
は
「
電
子

公
告
の
対
象
で
あ
る
有
価
証
券
報
告
書
の
訂
正
報
告
書
を
」
と
、「
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
既
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
二
条
第
一
項
（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け

の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
九
条

第
一
項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五

第
十
七
条
の
五 

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
電
子
手
続
府
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
規
定
は
法
第
二
十
四
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
（
令
第
四
条
の
二
の
四
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
電
子
公
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
者
に
つ

い
て
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。）
の
規
定
は
法
第
二
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
電
子
公
告
の
方
法
に
よ
り
行
お
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
子

手
続
府
令
第
一
条
中
「
方
式
で
、
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続

を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、

入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及

び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
方
式
で
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
電
子
手
続
府
令
第
二
条
第
一
項
中
「
第
一
号

様
式
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
号
様
式
」
と
、「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出

書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
、「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意

電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告

の
対
象
で
あ
る
有
価
証
券
報
告
書
の
訂
正
報
告
書
を
」
と
、「
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

既
に
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
二
条
第
一
項
（
発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開

示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
九
条
第
一

項
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大

蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
発
行
者
に
よ
る
上
場
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年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
発
行
者
に
よ
る

上
場
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵

省
令
第
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届

出
書
」
と
、「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
」
と
あ
る
の
は

「
電
子
公
告
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届

出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
六
年
大
蔵
省
令

第
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出

書
」
と
、「
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
」
と
あ
る
の
は
「
電

子
公
告
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
届
出

書
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
公
告
届
出
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
四
半
期
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
十
七
条
の
十
五
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
四
半
期
報
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
同
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
法
第
二
十
四
条
の

五
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

に
よ
り
半
期
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
同
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
四
半
期
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
十
七
条
の
十
五
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
四
半
期
報
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
同
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
法
第
二
十
四
条
の

五
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

に
よ
り
半
期
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
同
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
事
項 

一 
内
国
会
社 

イ
〜
ニ 

（
略
） 

イ
〜
ニ 
（
略
） 
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二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

外
国
会
社 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

内
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

内
国
会
社 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

二 

外
国
会
社 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

外
国
会
社 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

イ
〜
ホ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
（
当
該
承
認
に
係
る
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た

者
が
外
国
会
社
で
あ
り
、
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
理
由
が
当
該
外
国

会
社
の
本
国
の
会
社
の
計
算
に
関
す
る
法
令
又
は
慣
行
で
あ
る
場
合
に
限

る
。）
は
、
当
該
外
国
会
社
が
、
各
四
半
期
報
告
書
等
の
提
出
期
限
ま
で

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
（
当
該
承
認
に
係
る
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た

者
が
外
国
会
社
で
あ
り
、
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
理
由
が
当
該
外
国

会
社
の
本
国
の
会
社
の
計
算
に
関
す
る
法
令
又
は
慣
行
で
あ
る
場
合
に
限

る
。）
は
、
当
該
外
国
会
社
が
、
各
四
半
期
報
告
書
等
の
提
出
期
限
ま
で

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

６
・
７ 

（
略
） 
６
・
７ 

（
略
） 

 
 

（
外
国
会
社
四
半
期
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
七
条
の
十
六 

法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

（
外
国
会
社
四
半
期
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
七
条
の
十
六 

法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
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で
定
め
る
場
合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
提

出
外
国
会
社
又
は
報
告
書
提
出
外
国
者
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十
七
条
の
十

九
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
が
四
半
期
報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
四
半
期

報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら

し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と

し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

で
定
め
る
場
合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
提

出
外
国
会
社
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十
七
条
の
十
九
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）
が
四
半
期
報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る

こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公

益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す

る
。 

 
 

（
外
国
会
社
半
期
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
八
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る

報
告
書
提
出
外
国
会
社
又
は
報
告
書
提
出
外
国
者
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十

八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
が
半
期
報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
半

期
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら

し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と

し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

（
外
国
会
社
半
期
報
告
書
の
提
出
要
件
） 

第
十
八
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る

報
告
書
提
出
外
国
会
社
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。）
が
半
期
報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
を
、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益

又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す

る
。 

 
 

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き

会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様

式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告

書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き

会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様

式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告

書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株

式
買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）
以
外
の
社
債
券
、
社
会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
、
学
校

貸
付
債
権
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
有

価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付

社
債
券
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
を
除
く
。）、
預
託
証
券
（
株
券
、

新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る

も
の
を
除
く
。）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）
の
募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
売
出
し

（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
出
し
の
う
ち
、
当
該
有
価
証
券
の
売

出
し
が
行
わ
れ
る
日
以
前
一
月
以
内
に
行
わ
れ
た
同
種
の
既
発
行
証
券
の

売
付
け
勧
誘
等
の
相
手
方
が
五
十
名
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当

該
有
価
証
券
の
所
有
者
が
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る

も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
事

項 

一 

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株

式
買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）
以
外
の
社
債
券
、
社
会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
、
学
校

貸
付
債
権
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
有

価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付

社
債
券
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
を
除
く
。）、
預
託
証
券
（
株
券
、

新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る

も
の
を
除
く
。）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）
の
募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
売
出
し

（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
出
し
の
う
ち
、
当
該
有
価
証
券
の
売

出
し
が
行
わ
れ
る
日
以
前
一
月
以
内
に
行
わ
れ
た
同
種
の
既
発
行
証
券
の

売
付
け
勧
誘
等
の
相
手
方
が
五
十
名
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当

該
有
価
証
券
の
所
有
者
が
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る

も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
事

項 

イ 

有
価
証
券
の
種
類
及
び
銘
柄
（
株
券
の
場
合
に
は
株
式
の
種
類
を
、

新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
場
合
に
は
そ
の
旨
を
含
み
、
行
使
価
額
修
正

条
項
付
新
株
予
約
権
付
社
債
券
等
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
。） 

イ 

有
価
証
券
の
種
類
及
び
銘
柄
（
株
券
の
場
合
に
は
株
式
の
種
類
を
、

新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
場
合
に
は
そ
の
旨
を
含
み
、
行
使
価
額
修
正

条
項
付
新
株
予
約
券
付
社
債
券
等
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
。） 

ロ
〜
ワ 

（
略
） 

ロ
〜
ワ 
（
略
） 
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二
〜
十
九 

（
略
） 

３ 
（
略
） 

二
〜
十
九 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

臨
時
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
臨
時
報
告
書
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

臨
時
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
臨
時
報
告
書
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
項
第
一
号
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
掲
げ

る
場
合
に
提
出
す
る
臨
時
報
告
書 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

第
二
項
第
一
号
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
掲
げ

る
場
合
に
提
出
す
る
臨
時
報
告
書 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

イ
〜
ハ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

５ 

提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、

臨
時
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、

臨
時
報
告
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

６
〜
11 

（
略
） 

６
〜
11 

（
略
） 

 
 

（
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
十
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
る
理
由
が
日
本
語
で
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
そ
の
他
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規

定
す
る
報
告
書
提
出
外
国
会
社
又
は
報
告
書
提
出
外
国
者
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）
が
臨
時
報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な

い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。 

（
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 

法
第
二
十
四
条
の
五
第
十
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
る
理
由
が
日
本
語
で
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
そ
の
他
報
告
書
提
出
外
国
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
八
項
に
規

定
す
る
報
告
書
提
出
外
国
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
臨
時

報
告
書
に
代
え
て
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長

官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場

合
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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（
自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書
の
記
載
内
容
等
） 

第
十
九
条
の
三 

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
株
券
買
付

状
況
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
り
自
己
株
券
買
付

状
況
報
告
書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
自
己
株
券
買
付
状
況
報
告
書
の
記
載
内
容
等
） 

第
十
九
条
の
三 

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
株
券
買
付

状
況
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会
社
は
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
り
自
己
株
券
買

付
状
況
報
告
書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
備
置
き
及
び
公
衆
縦
覧
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
掲
げ
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
財
務
局
又

は
福
岡
財
務
支
局
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
局
等
」
と
い
う
。）
に

備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
備
置
き
及
び
公
衆
縦
覧
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
掲
げ
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
財
務
局
又

は
福
岡
財
務
支
局
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
局
等
」
と
い
う
。）
に

備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

 

関
東
財
務
局
及
び
当
該
書
類
の
提
出
会
社
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
（
提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
提
出
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
住
所
）
を
管
轄
す

る
財
務
局
等 

一 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

 

関
東
財
務
局
及
び
当
該
書
類
の
提
出
会
社
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所

（
提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
代

理
人
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
等 

二 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

関
東
財
務
局
及
び

当
該
書
類
を
提
出
す
る
親
会
社
等
に
係
る
提
出
子
会
社
の
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
（
当
該
提
出
子
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に

は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
提
出
子
会
社
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す

る
者
の
住
所
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
等 

二 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

関
東
財
務
局
及
び

当
該
書
類
を
提
出
す
る
親
会
社
等
に
係
る
提
出
子
会
社
の
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
（
当
該
提
出
子
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
提
出
子

会
社
の
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

等 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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第
二
十
二
条 

（
略
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
本
邦
内
に
支
店
又
は
事
務
所
を
有
す
る
外
国
会
社
及

び
外
国
親
会
社
等
の
本
邦
内
に
あ
る
提
出
子
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
本
邦
内
に
支
店
を
有
す
る
外
国
会
社
及
び
当
該
外
国

会
社
の
本
邦
内
に
あ
る
主
要
な
支
店
並
び
に
外
国
親
会
社
等
の
本
邦
内
に
あ

る
提
出
子
会
社
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び
主
要
な
支
店
に
準
用
す

る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 
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改  正  案 現     行 
  
第十七号様式 
【表紙】 
【提出書類】         自己株券買付状況報告書 

（略） 
（記載上の注意） 
１ 一般的事項 
（１）・（２） （略） 

第十七号様式 
【表紙】 
【提出書類】         自己株券買付状況報告書 

（略） 
（記載上の注意） 
１ 一般的事項 
（１）・（２） （略） 

（３） 自己株式に係る会社法第156条第１項（同法第165条第３項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。）の規定による株主総会又は取締役会の決議（以下（３）において「授権決議」とい
う。）があった日の属する月から同法第156条第１項第３号に掲げる期間の満了する日の属する月
までの各月（この様式において「報告月」という。）の末日現在の自己の株式に係る株券の買付
けの状況等について記載すること。 
なお、複数の種類の株式について自己株式に係る授権決議がされた場合には、株式の種類ごと
に記載すること。 

（３） 自己株式に係る会社法第156条第１項（同法第165条第３項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。）の規定による株主総会又は取締役会の決議（以下この（３）において「授権決議」
という。）があった日の属する月から同法第156条第１項第３号に掲げる期間の満了する日の属す
る月までの各月（この様式において「報告月」という。）の末日現在の自己の株式に係る株券の
買付けの状況等について記載すること。 
なお、複数の種類の株式について自己株式に係る授権決議がされた場合には、株式の種類ごと
に記載すること。 

２ 「取得状況」 
（１）・（２） （略） 

２ 「取得状況」 
（１）・（２） （略） 

（３） 「自己株式取得の進捗状況」欄には、「報告月末現在の累計取得自己株式」欄の株式数及び価
額の総額を「株主総会での決議状況」又は「取締役会での決議状況」欄の株式数及び価額の総額
で除して計算した割合を記載すること。 

（３） 「自己株式取得の進捗状況」欄には、「報告月末現在の累積取得自己株式」欄の株式数及び価
額の総額を「株主総会での決議状況」又は「取締役会での決議状況」欄の株式数及び価額の総額
で除して計算した割合を記載すること。 

（４） （略） 
３・４ （略） 

（４） （略） 
３・４ （略） 

  


